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 障害福祉計画は、障害者自立支援法に基づき市町村に対して策定が義務付けられたもので、平成 20 年度に「第２期福知山市障害福祉

計画」（平成 21 年度～23 年度）を策定しました。平成 23 年度はその計画期間が最終年を迎えることから、より一層の障害者福祉の充実

をめざし、平成 24 年度から 26 年度を計画期間とする「第 3期福知山市障害福祉計画」を策定するものです。 

 

 

 

  

本計画は、障害者施策の基本方針である「福知山市新障害者計画」の実施計画となるものであり、同計画との整合性を持つ計画として

位置づけられるものです。 

 

 

 

 

第３期福知山市障害福祉計画（案）のあらまし（平成 24年度～26年度） 

 

福
知
山
市
障
害
福
祉
計
画 

第
一
期
《
平
成

１８
年
度
～

２０
年
度
》 

第
二
期
《平
成
21
年
度
～
23
年
度
》 

 

１ 計画策定の趣旨 （計画（案）本編 第１章Ｐ1） 

 

 

 

２ 計画の位置づけ （計画（案）本編 第１章Ｐ2） 
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計画期間は、平成 24 年度から平成 26 年度までの 3年間とします。 

ただし、障害者総合福祉法（仮称）が平成 25 年 8 月までの実施をめざしており、本計画期間中に計画を見直すことがあります。 

 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 

第１期障害福祉計画 

見直し 

第２期障害福祉計画 

見直し 

第３期障害福祉計画 

 

 

 

 

市民意識調査（福知山市障害福祉計画策定のためのアンケート）と事業所アンケートを行いました。 

 

 市民アンケート 事業所アンケート 

対 象 者 

1,500 人 

（市内に住所を有する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健

福祉手帳所持者の中から無作為抽出による） 

44 か所（市内事業所） 

調 査 期 間 平成 23 年 7 月 1 日～平成 23 年 7 月 20 日 平成 23 年 8 月 26 日～平成 23 年 9 月 9 日 

回 収 状 況 
回答数 970 件 

回収率 64.7％ 

回答数 26 件 

回収率 59.0％ 

４ 実態調査の概要 （計画（案）本編 第１章Ｐ5） 

 

３ 計画期間 （計画（案）本編 第１章Ｐ3） 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主要事業 

・住宅への入居支援やグループホーム・ケアホームの充実 

・関係機関との連携による居住サポート事業の強化 

・災害時の避難を含む地域生活サポート体制の強化 

・関係機関との連携による居宅介護事業等の充実 

・医療的ケアを必要とする家族の負担軽減 

・多様なニーズに柔軟に対応できる支援体制の強化 

基
本
理
念
：『
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、
す
べ
て
の
人
が
共
に
生
き
て
い
く
ま
ち
づ
く
り
』 

１  

相談支援体制

の強化 

 

 

２  

日中活動の場

の確保 

 

 

３  

雇用の促進 

 

 

４  

地域生活への

移行の促進と

くらしの支援 

 

基本的な施策 

・総合的な相談支援体制の充実・強化 

・障害者虐待防止 

主要事業 

・基幹相談支援センターの設立 

・障害者虐待防止のための体制整備 

基本的な施策 

・居場所・活動の場の提供 

・人材育成 

・障害者スポーツ等の普及 

 

主要事業 

・障害のある人やその家族を対象とした交流・学習会の実施 

・人権ふれあいセンターと連携した市民と交流できる場や 

くつろげる場の確保 

・地域活動支援センターの設置 

・ボランティアや奉仕員等の養成 

・障害者スポーツ講習会の実施 

基本的な施策 

・雇用の促進 

・福祉的就労の場の確保 

・就労支援 

基本的な施策 

・地域生活を支援する住環境の整備 

・地域移行支援の強化 

・地域生活支援体制の強化 

・訪問系サービスの充実 

・医療的ケアを必要とする人への支援 

・サービス提供体制の強化 

主要事業 

・福知山市地域障害者就業促進センター（仮称）の設立支援 

・関係機関との連携による障害者雇用の啓発 

・ほっとはあと製品の販路拡大の支援 

・関係機関と連携した就労支援体制の強化 

５ 第３期計画期間における重点的な取組み （計画（案）本編 第１章Ｐ3、第２章Ｐ9～20） 
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（１）施設入所利用者の地域生活への移行 

（２）入院中の精神障害者の地域生活への移行 

（３）福祉施設から一般就労への移行 

（４）就労移行支援事業の利用者数 

（５）就労継続支援（Ａ型）事業の利用者の割合 

 

 

 

（１）訪問系サービス 

（２）日中活動系サービス 

（３）居住系サービス 

（４）指定相談支援 

 

 

 

（１）必須事業 

（２）その他の事業 

 

 

 

（１）計画策定体制 

（２）市民アンケートの結果について 

６ 平成２６年度の目標値の設定 （計画（案）本編 第３章Ｐ21～26） 

 

 

７ 障害福祉サービスの見込み （計画（案）本編 第４章Ｐ27～37） 

 

 

８ 地域生活支援事業の見込み （計画（案）本編 第５章Ｐ38～47） 

 

 

９ 資料編 （計画（案）本編Ｐ48～85） 

 

 


